
 

生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について 

 
 

  平成 25 年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた対応について、

保護費等の追加給付を行うことが令和７年 11 月 28 日付で閣議決定されたこ

とに伴い、厚生労働省通知に従い、給付事務を進める。 

   

１．対象世帯 

平成 25 年８月以降保護を受給していた世帯 

※平成 30 年 10 月以降の期間は、特定の加算等を受給していた世帯のみ 

 

２．追加支給額 

厚生労働省から提供される計算ツール（案）により世帯毎に算出予定 

 

３．支給スケジュール（厚生労働省の想定） 

 (1)受給中の世帯 

支給開始：令和８年３月以降 

支給期限：令和８年度末 

 (2)廃止済みの世帯 

申請期間：令和８年度中 

支給期間：複数年度 

 

４．財源 

 (1)追加支給分 

   国庫負担割合 ３／４ 

 (2)事務費分（システム改修費等） 

   国庫補助割合 10／10 
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